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「『⽼衰死』そして『いわゆる⾃然死』とは何か：死亡診断書の様式改善に向けて」 
 

研究分担者 ⼈間総合科学⼤学 丸井英⼆ 

研究要旨 

本年度の分担研究報告は以下の 2 点からなる。 
1． 死亡診断書での「⽼衰」という記⼊について、現場での経験の豊富な医

師を対象に質的調査を⾏った。次年度にわたる研究であり現時点での中
間的報告を⾏う。 

2．『いわゆる⾃然死』とは何か(⽂献による検討) 
現⾏の『死亡診断書（死体検案書）記⼊マニュアル』において「⾃然

死」⾃体の定義を⽰すことなく、『いわゆる⾃然死』としたことで、記⼊者
である個々の医師の恣意的な判断に委ねることになっている。これも「⽼
衰」の増加の⼀因となったのではないか。 
 ⾃然死ならびに natural death についての⽂献から、⾃然死の明⽰的定
義の可能性を探った。現在、研究班で医師を対象とした調査が進⾏中であ
る。これによって現場の医師の判断プロセスの解明が進むと期待される。
その進⾏とあわせて、さらに「⾃然死」について歴史的に振り返り、わが
国での現在の⽼衰死について考察する⼀助としたい 

 
1．死亡診断書への「老衰」という記入に関

わる質的研究 

 今年度、報告者を含めた「⽼衰に関する
研究班」では、「⽼衰の死亡診断書の記載に
関わる質的調査」を実施した。主任研究者
1 ⼈、分担研究者 2 ⼈、研究協⼒者 1 ⼈が 
合計 19 ⼈に実施した。報告者(丸井)は 4 名
を対象としたので、これについて報告する。 
【⼩括】「どのような臨床経過の患者に対し
て、死亡診断書に⽼衰と記載しますか？」
など 13 項⽬にわたる半構造化した質問を
⽤意し、各回ほぼ 1 時間にわたりインタビ
ューを⾏った。その結果、「どのような場合
に『⽼衰』と記⼊するか」について、 

・85 歳以上で、平均余命を超えていること
が年齢的な⽬安。 
・徐々に⾝体機能が低下。⾷事が摂れなく
なり、最終的に死亡に⾄る。 
・急性疾患や特定の疾患を⽰唆する症状が
ない場合に、除外診断として⽼衰が選択さ
れる。 
・在宅医療など検査が⼗分にできない状況
下で、急な病状変化があった場合にも、消
去法的に⽼衰と記載されることがある 
等の回答が得られた。 
 また、「⽼衰」に関するガイドラインは必
要か、については 
・⽼衰と記載する際に、その症状や関連す
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る疾患を併記するように推奨するガイドラ
インがあれば良い。 
・⽼衰と記載した場合に、その臨床経過を
記載するような形式が望ましい。 
・⽼衰と診断した場合でも、他の項⽬に考
えられる疾患名をできる限り記載できるよ
うに。 
というような回答があり、 
「記載の判断基準が医師によって異なって
いる。「⽼衰」のみの記載では、臨床経過や
合併症の情報が不⾜する。⾼齢者の終末期
医療において、⾃然な看取りを尊重する⼀
⽅で、適切な診断と記録の必要性がある」
など、ガイドラインの必要性が⽰唆された。 
 今後、さらに追加すると共に班全体のま
とめをしていき、今後のガイドライン作成
の可能性について最終報告を⾏っていきた
い。 
 
2．『いわゆる自然死』とは何か(文献による

検討) 

Ａ．研究⽬的 
「⽼衰」を死因として選択する場合、わ

が国の死亡診断書の様式では「死因の種類」
の項で、「１病死及び⾃然死」を選択するこ
とになる。これについては「令和 6 年版死
亡診断書（死体検案書）記⼊マニュアル」
には「疾病による死亡及び⽼齢、⽼化によ
る⾃然死」という説明がされている。さら
に、「⽼衰」については「死因としての『⽼
衰』は、⾼齢者で他に記載すべき死亡の原
因がない、いわゆる⾃然死の場合のみ⽤い
ます」と特記している。ここで「いわゆる
⾃然死」としたことで、「⾃然死」⾃体の定
義を⽰すことなく、記⼊者である個々の医
師の恣意的な判断に委ねることになってい
る。これもまた「⽼衰」の増加の⼀因とな
ったのではないか。 

 ICD-11 に向けて、⽼衰についてのガイ
ドラインの提案を考えるとすると、そこで
は「⾃然死」と「⽼衰」の関係について明⽰
的に説明を⾏う必要が⽣じてくる。それを
可能にするべく、検討をおこなう。 

 
Ｂ．研究⽅法 

 主として⽂献による。 
 
Ｃ．研究結果 
 ⾃然死に相当する英語は natural death 
である。しかし、⻄洋医学の枠組みの中で
は natural death もまた病死である。⾮⾃
然的すなわち外因による死亡でなければ、
病死もまた⾃然的である。⾃然の摂理のひ
とつとして受け⽌められる。しかし、そう
した中で、病死であって⼈為的かつ介⼊的
に延命措置をおこなわず、natural に死亡し
た場合を natural death と称する。すなわ
ち、内因による疾患による死亡は⼈⼯的な
ものではなく⾃然経過であり、その⾃然経
過を⼈為的あるいは医療的に歪めていくこ
とが問題となった。もちろんこの場合、死
亡原因は特定の具体的疾患名となる。1976
年にはじめて制定されたカリフォルニア州
の Natural Death Act などでいう natural 
death はこれに相当する。”Natural Death 
Act” は別名 Death with Dignity Acts and 
Living Will Acts である。その限りでは、英
語でいう natural death は⽇本語の尊厳死
に相当することになる。個⼈の最期の選択
の⾃由を保障する権利、⼈為的な延命介⼊
を拒否する⾃由ということになろう。 
 アジアにおいても同様な概念に基づく法
制化がある。⼀例として、近代医学的な思
想として台湾で慣⾏的に⾏われてきた「終
末期退院」も、こうした概念を前提として
いる。そして、2013 年には「安寧緩和医療
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法」という Natural Death Act と同趣旨の
法律が制定されている。しかし、アジア地
域における伝統的な（たとえば仏教に由来
するような）死と⽣についての思想との関
連については今後の研究課題である。 
 
Ｄ．考察 

現在、いくつかの⽤語の使⽤が混乱して
いるようである。それが死亡診断書記⼊に
も⼤きな影響を及ぼしている。ここにも⽼
衰増加の発端がありそうである。記⼊に際
して、⽼衰は病死なのか、⾔い換えれば原
因不明の病死なのか、あるいは病死ではな
い⾃然死として考えられているのか。「１病
死及び⾃然死」を選択した上で、病死と⾃
然死のどちらを想定しているのか。⻄洋で
は明らかに⽼衰は病死である。病死である
が、原因を突き⽌められなかった⾼齢の死
亡症例を指す。これは「⽼齢、⽼化による
⾃然死」とは異なる。死亡診断書の様式、
あるいは表現にも⼀因があるのではないか。 

現在、「⽼衰班」では死亡診断書記⼊にか
かわる、医師を対象とした調査が進⾏中で
ある。これによって現場の医師の判断プロ
セスの解明が進むと期待される。その進⾏
とあわせて、今後は「⾃然死」について歴
史的に振り返り、わが国での現在の⽼衰死、
また将来の「⽼衰」のあり⽅について考察
する⼀助としたい 

 
Ｅ．結論 

「いわゆる⾃然死」をどのように明⽰的
に説明ないし記述可能かを議論する必要が
ある。英⽂脈に合わせていくのか、⽇本の
死⽣観の歴史的、⽂化的な背景を尊重する
か、たんに死因分類にとどまらない裾野の
広い問題である。 
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Ｇ．研究発表 
１．論⽂発表 

なし 
 
２．学会発表 

なし 
 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
（予定を含む。） 

 1. 特許取得 
なし 

 
 2. 実⽤新案登録 

なし 
 
 3.その他 

なし 
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